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新開地商店街本通り道路管理・活用協定 

道路管理者神戸市（以下「甲」という。）と特定非営利活動法人新開地まちづくりエヌピーオー

（以下「乙」という。）は，新開地商店街本通り（以下「道路」という。）の道路施設の維持管理

及び地域による活用に関し，次のとおり協定を締結する。 

 

（対象範囲） 

第 1条 この協定の対象は，別添図面に示す範囲とする。 

 

（管理区分） 

第 2条 乙は，次の各号に定める道路に関する維持管理を行うものとする。 

① 全般 安全かつ円滑な道路交通の確保のため，巡回，不法占用等の不正使用の監視 

② 歩道 路面を良好な状態に保つため，日常の清掃及び軽微な補修 

③ 駐輪対策 歩行者の安全な通行確保のため，来客者及び放置自転車等の整理 

 

（維持管理） 

第 3条 乙は，前条の規定に基づき，道路の巡回，清掃，軽微な補修等の日常の維持管理を行うも

のとする。維持管理に要する費用は，乙の負担とする。 

2 乙の責めに帰さない道路施設の更新又は大規模な補修については，甲が行うものとする。 

3 乙は，道路施設の不正使用を監視するとともに，本協定とは別に締結する神戸市はり紙・はり札・

立看板等除却要綱に基づく協定により，道路内に貼付・放置されたはり紙・はり札・立て看板等

の除却を行うものとする。 

4 乙は，道路区域内における地域の合意に基づかない露店その他の不法占用物件の所有者又は管理

者に対し，除却を求めることができる。 

 

（善管注意義務） 

第 4条 乙は，道路施設を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。 

2 甲及び乙は，本協定により，その責任と負担において道路施設を維持管理するものとし，通常の

使用に伴う事故により他人に損害を与えた場合には，その責は，管理区分に基づき，それぞれに

帰するものとする。 

3 乙は，本協定に基づく道路の維持管理活動に際して事故が発生したときは，速やかに甲に報告を

行うものとする。 

4 甲は，前項の報告を受けた場合には，神戸市市民活動傷害見舞金給付要綱に基づき見舞金の給付

を行う。ただし，以下の場合はこの限りではない。 

① 第 1条に規定する対象範囲以外の場所における活動による場合 

② 第 2条に規定する管理区分以外の範囲の活動による場合 

③ 前 3項の規定に違反し，公平性，平等性に欠け，恣意的に活動した場合 

 



（活用の範囲） 

第 5条 甲は，道路の構造の保全，安全かつ円滑な道路交通の確保その他道路の管理上支障のない

限りにおいて，乙が設ける以下の各号の物件（以下「活用物件」という。）について，道路占用

許可又は設置を承認する。 

① 休憩施設 ベンチ等の休憩施設の設置 

② バナー等 まちのにぎわい創出のため，道路管理者が設置している街路灯等ならびに商店会等

が道路を占用して設置している街路灯やアーケード等に付属する添架施設へのバナー，提灯，

七夕飾りの掲出  

③ 植栽 植栽利用及び地域の飾花・美化活動に必要な植木鉢等の施設の存置 

④ 銘板 管理者名掲出のための看板・案内板の設置 

2 前項以外の場合で，まちのにぎわい創出等の観点から，オープンカフェ等道路を活用して継続

的・反復的に乙が行う地域の合意に基づく地域活動については，甲と協議を行うこと。 

3 前 2項に規定する活用物件以外の利用の必要が生じた場合，乙は，甲に対し申し出をすることが

できる。 

 

（事故，火災及び災害等の処理） 

第 6条 道路での事故，火災及び災害等が発生した場合又は発生するおそれがある場合は，乙は直

ちに可能な範囲において適切な措置を講ずるとともに，甲及び関係機関に通報し，相互に協力し

て処理する。 

 

（災害復旧） 

第７条 前条の規定にかかわらず，道路が災害を受けた場合の復旧については，甲が行うものとす

る。ただし，乙の活用物件については，乙が行うものとする。 

2 緊急を要するため，甲の判断で道路施設に応急復旧工事その他必要な措置を講じた場合は，事後

に乙に通知するものとする。 

 

（義務の承継及び活用物件の譲渡等の禁止） 

第 8条 乙は，団体の合併その他の事由により本協定に係る団体又は法人の権限が第三者に移転す

る場合は，乙は本協定に定める義務を新たに権限者となった第三者に承継させるものとする。 

2 乙は，次の各号に該当する行為を一切してはならない。ただし，乙の申し出により，甲が承諾す

る場合は，この限りではない。 

① 活用物件の全部又は一部を第三者に転貸又は本協定の目的以外で使用させ，あるいは本協定

上の権利を譲渡する行為 

② もっぱら営利を目的とした行為 

③ 反社会的行為又は公序良俗に反する行為  

④ 公益性，公共性に配慮せず，特定の者の利害となる行為  

⑤ 地域の合意に基づかない行為 



⑥ その他，道路の構造の保全，安全かつ円滑な道路交通の確保その他道路の管理上支障を及ぼ

す一切の行為 

 

（活用物件の除去等） 

第 9条 甲は，以下の各号で定める道路交通その他道路の管理上必要な場合，乙に活用物件の除去

及び原状回復を求めることができる。 

① 第７条第 2項に規定する災害復旧の場合 

② 次条第 2項各号に規定する協定解除事由が存する場合 

③ その他，道路管理上必要な場合 

2 第７条第 2項に規定する場合の他，甲は，緊急性を要する場合，乙に事前に告知することなく活

用物件を除去できるものとする。 

3 甲は，緊急性を要する理由により，前項の規定に基づき，乙に対し無告知で活用物件の除去を行

った場合，事後に乙に通知するものとする。 

4 活用物件の除去について，乙は甲に対し求償権を有しない。 

 

（協定の解除及び損害賠償） 

第 10条 協定の期間内に関わらず，甲又は乙は，それぞれの事情により，乙又は甲に本協定の解除

を申し出ることができるものとする。 

2 甲は，次の各号に定める場合，乙に何らの催告もなく本協定を解除することができるとともに，

甲が被った損害について乙に賠償請求をすることができる。 

① 本協定締結時に存在しなかった事情により，道路施設の機能に支障が生じ，道路施設の構造

又は位置を変更し，改築，改修あるいは修繕を行う必要が生じた場合 

② 乙が，道路施設又は活用物件の維持管理ができない状況が継続すると甲が判断した場合 

③ 乙が，甲の承諾を得ることなく第 8条第 2項各号に定める行為を行った場合 

④ その他乙が本協定に違背したと認められる場合 

 

（紛争の解決，損害賠償請求への対応）  

第 11条 道路の維持管理活動に際して，第三者との間に紛争を生じ又は損害賠償等の請求があった

ときは，乙がその解決に当たるものとし，甲は乙に協力し必要な支援を行う。ただし，第 4条第 4

項各号並び第 8条第 2項各号に定める行為による場合はこの限りではない。 

2 活用物件の設置又は維持管理に際して，第三者との間に紛争が生じ又は損害賠償などの請求があ

ったときは，乙がその解決に当たるものとする。 

 

（協定の効力） 

第 12条 本協定は，協定締結の日から効力を生じ，道路の供用を廃止したとき又は協定を解除した

ときに効力を失うものとする。 

 

 



（疑義の解決） 

第 13条 本協定に定めのない事項又は本協定に関して生じた疑義については，その都度，甲乙誠意

をもって協議の上，解決するものとする。この協定締結を証するため，本書 2通を作成し，甲乙

記名押印の上，各 1通保有するものとする。 

 

平成３０年６月１９日 

 

住 所 神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

  甲      道路管理者 神 戸 市          

氏 名 代表者  神戸市長   久 元 喜 造 

 

 

住 所 神戸市兵庫区新開地３丁目３番１１号              

              乙      特定非営利活動法人         

                    新開地まちづくりエヌピーオー 

                     氏 名 代表者 理事長 高 四代          



別添図 

凡例  

     ：協定対象範囲   


